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社会デザイン研究科教育課程編成の方針 

■博士課程前期課程 

本課程では、学位授与の方針に沿って、以下の通り、演習科目と研究指導等を組み合わせて

教育課程を編成している。これらの教育課程を通じて得られる学修成果は、科目ごとに定める評

価基準及び修士論文等の審査基準に基づき、授業科目、集中演習科目、各年次における研究

発表、提出された修士論文又は研究報告書を複数の教員が評価する。 

なお、公共・社会デザイン学コースは、高度専門職業人を養成するためのカリキュラムであり、

海外提携校と本学の学位を同時に取ることができるダブルディグリー・プログラムを用意してい

る。 

修士（社会デザイン学） 

１．「社会デザイン学科目群」（４単位以上）を中心として、３つの研究指導分野である「社会組

織理論科目群」、「コミュニティデザイン学科目群」、「グローバル・リスクガバナンス（防災危

機管理、平和研究）科目群」（それぞれ２単位以上）の計４種の科目群を置く。さらに、「自由

科目」（16 単位以上）として上記４種の科目群及び特定の他研究科等の授業科目を履修す

る必要がある。これらの授業科目を履修することで、自らの研究テーマに即した学問的・実践

的な専門知識及び各分野の横断的・学際的知識を養う。 

２．加えて、「集中演習科目群」（ゼミナール／４単位以上）において、上記３つの研究指導分野

のうち異なる分野の教員２名による研究指導を行い、専門的・学際的な知識を身につけ、それ

らを統合する研究力を養う。 

３．「２．」以外の研究指導として、研究状況報告会（１年次）、研究テーマ口頭試問会（２年次）を

開催し、学生に自らが専門とする研究テーマを３～５名の教員の前で発表させることで、その

知識の学術性及び実践性を養う。さらに、修士論文又は研究報告書の本提出前の仮提出を

求め、正・副の２名の指導教員によるグループ指導・個別指導などを通して、専門知識だけで

はなく、ソーシャルデザインの理念や人権意識等も備えた社会デザイナー及び高度専門職業

人としての力を養う。 

修士（公共・社会デザイン学） 

１．「Master's Thesis Guidance」科目群（４単位）は、研究指導として、学生自らが専門とし

選定した研究テーマに基づき、指導教員より総合的な論文執筆指導を受けることにより、真に

共生的な社会を創生するために必要な理念・知識・技術・人権意識に裏付けられた高度専門

職業人として実践する力を養う。 

２．持続可能な開発目標（SDGs）を基軸に構成された「選択科目 1」科目群 10 単位を修得す

ることにより、社会に顕在・内在する諸課題を公共政策や市民社会との協働を通じて解決する

能力を養う。 

３．21世紀の市民社会の円滑な運営のため、必要な社会組織の経営理論や社会開発に関連す

る様々な分野で構成された「選択科目 2」科目群 16単位を修得することにより、人間の安全
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保障、社会開発、ジェンダー、災害リスク管理、その他の持続可能な開発目標（SDGs）に関す

る学問的かつ実践的な専門知識を養う。 

■博士課程後期課程 

本課程では、学位授与の方針に沿って、コースワーク科目を用意し、課程の目的に応じて系統

的に履修できるように教育課程を編成している。なお、これらの教育課程を通じて得られる学修

成果は、科目ごとに定める評価基準および博士論文の審査および最終試験によって評価する。 

 

１．2１世紀の市民社会の円滑な運営にとって必要とされる社会組織の理念と経営理論、グロー

バル・リスクガバナンス（防災危機管理、平和研究）に関する専門的・理論的知識を修得する

ために、主題別研究科目（後期課程開講科目（II 群））から６単位以上を履修する。これらの

教育課程を通じて得られる学修成果は、科目ごとに定める評価基準により評価する。 

２．社会組織理論、コミュニティデザイン学、グローバル・リスクガバナンス（防災危機管理、平和

研究）の分野の横断的な知識を有し、学際的・統合的な「社会デザイン」研究を行う能力を獲

得するため、各自の研究分野に従い、正・副指導教員の担当する研究指導（後期課程開講科

目（I 群）から、正・副指導教員の科目それぞれ１２単位以上を修得する。これらの教育課程か

ら得られる学修成果は、学位申請論文の予備審査、本審査に先立って行われる資格試験（論

文のテーマに係わる先行研究を含む専門分野の２０～３０点の著作・論文の内容についての

口頭試問）によって評価する。 

３．真に共生的な社会を創生するために必要な理念・知識・技術・人権意識に裏付けられた社会

デザイナー及び高度専門職業人としての知識を備えた学術的論文を執筆する能力を獲得す

るため、学生は上記１，２に加え、予定論文草稿を提出し、３名以上の専任教員からなる予備

審査委員会による審査及び指導を受ける。その上で提出される学位申請論文は、研究テー

マ、研究方法、データや資史料の収集、論旨の妥当性、倫理的配慮に関する所定の基準を満

たした上で、当該研究分野・領域における研究を発展させるに足る独自の学術的貢献の有無

によって、最終的な合否が判定され、獲得した能力が評価される。 

 


